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 保健室は、児童の健康管理・健康増進を図るため、健康診断・健康相談・救急処置等を

行う場であり、学校保健活動のセンター的役割を担っています。 

◆健康観察  ・感染症予防のため、毎日家庭で朝の健康観察と検温をしてください。 

        （土曜日、日曜日、祝日も含めます） 

        ・家庭でも、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。また、免疫

力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事に

心がけてください。 

◆健康相談  ・けがや病気に関することだけでなく、心身の健康に関することや悩み

ごとの相談にも応じています。身体の不調や悩みごと等があるときは、

養護教諭や学級担任に声をかけてください。 

 

◆救急処置 

①けがについて 

・けがの救急処置を行います。その範囲は、「救急蘇生法の指針 

―市民用―」を基準とします。継続的な処置は行いません。 

・けがの処置として受診が必要であると判断した場合は、保護者に連絡し、医療機関に移

送します。 

この場合、保健調査票に記載された「かかりつけ医療機関」を優先しますが、その医

療機関が遠方または連絡が取れない時などは、学校近隣の医療機関と連絡を取り、移送

します。保護者の同意を必要とする処置を行わなければならない場合に備えて、保護者

の同伴をお願いします。この際は、保険証や子ども医療証を持参してください。 

 

②体調不良について 

・学校において体調が悪くなり、次の判断基準により学習の継続が困難であるとした場合

は、保護者と連絡を取り、早退させます。その場合は、保護者によるお迎えをお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よりよい学校生活のために   ③保健室より 

早退の判断基準 

・咳や発熱などの風邪症状がある場合 

・体温が平熱より１℃以上高い場合 

・脈拍が安静時 1分間１００回以上の場合 

・授業時間 1コマ（４５分間）安静にし、経過観察を行っても回復しない場合 

【その他、体調により上記の限りではありません。】 


